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　就職・進学・転勤などで住民異動の多い時期になり

ます。住所などを異動したときは、住民異動の手続き

にあわせて、国民健康保険（国保）や年金などの手続き

も必要となります。手続きには、本人確認ができるも

の（運転免許証・パスポート・保険証など）を持参して

ください。また、同一世帯以外の人が代理人として住

民異動届を出す場合には委任状が必要です。　　　　

問い合わせ先　

　市民課（z0848{6047|0848{6062）

　本郷支所地域振興課(z0848�1111）

　久井支所地域振興課(z0847�7111)

　大和支所地域振興課(z0847�0222）

届　け　出　内　容 届　　け　　出　　に　　必　　要　　な　　も　　の　　 

　４月１日 (木 )から、市役所本庁・

各支所などの開庁時間が、８時30分

から17時15分までとなります。

　来庁する際には時間に注意してく

ださい。

　なお、保育所など開庁時間に変更

のない施設もありますので、必要に

応じて各窓口に確認してください。

市外に転出する人 
 

市外から転入した人 
　転入した日から14日以内に 
　届け出をしてください 
 

市内で転居した人 
　転居した日から14日以内に 
　届け出をしてください 
 

世帯主の変更 
　変更があった日から14日以 
　内に届け出をしてください 
 

印鑑 
国保被保険者証……………………………国保の加入者 
後期高齢者医療被保険者証………………後期高齢者医療保険の加入者 
介護保険被保険者証………………………65歳以上の人、40歳から64歳までで認定を受けている人 
 印鑑 
転出証明書…………………………………前住所地の市区町村発行のもの 
後期高齢者医療被保険者証　　　（県内から転入）………後期高齢者医療保険の加入者 
後期高齢者医療負担区分等証明書（県外から転入）………後期高齢者医療保険の加入者 
介護保険受給資格証明書…………………要介護の認定を受けている人 
年金証書……………………………………年金を受給している人 
 
印鑑 
国保被保険者証……………………………国保の加入者 
後期高齢者医療被保険者証………………後期高齢者医療保険の加入者 
介護保険被保険者証………………………65歳以上の人、40歳から64歳までで認定を受けている人 
年金証書……………………………………年金を受給している人 
 

印鑑 
国保被保険者証……………………………国保の加入世帯 
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４月1日 (木 )から毎週木曜日、次の業務を
19時まで延長します
市民課（市役所本庁1階）

税制収納課（市役所本庁2階）

●住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書(一部の証明を除く)、身

分証明書(本籍転籍３か月未満の場合を除く)の交付

●パスポートの交付(申請はできません)

※延長する業務は、上記の交付業務です。住民異動届けや保険証の

発行など、上記以外の業務はできませんので、注意してください。

●市税(国民健康保険税を含む)、介護保険料、後期高齢者医療保

険料の収納

●納税相談

問い合わせ先　職員課(z0848{6025|0848)7101)

４月１日(木)から、開庁時間が
8時 3 0分から 1 7時 1 5分に
変わります


